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規

則

■群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
号

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
養
育
里
親
・
養
子
縁
組
に
よ
り
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
里
親
認
定

・
登
録
申
請
書
」
を
「
養
育
里
親
・
養
子
縁
組
里
親
認
定
・
登
録
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
里
親
名
簿
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
児
童
福
祉
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
審
議
会
の
意
見

を
聴
き
」
を
削
り
、
「
養
育
里
親
名
簿
」
を
「
里
親
名
簿
（
別
記
様
式
第
四
十
五
号
）
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
養
育
里
親
名
簿
」
を
「
里
親
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
中
「
養
育
里
親

名
簿
の
」
を
「
里
親
名
簿
の
」
に
、
「
養
育
里
親
名
簿
登
録
削
除
申
請
書
」
を
「
里
親
名
簿
登
録
削

除
申
請
書
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
二
号
中
「養

育
里
親
・
養
子
縁
組
に
よ
り
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
里
親

認
定
・
登
録
申
請
書

」
を
「養

育
里
親
・
養
子
縁
組
里
親
認
定
・
登
録
申
請
書

」
に
、

「

児
童
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
の
希
望
事
項

を

一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は

そ
の
旨
を

、
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」

「

児
童
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
の
希
望
事
項

（年
齢

性
別

期
間
等

）

、
、

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
五
号
中
「養

育
里
親
名
簿

」
を
「里

親
名
簿

」
に
、
「専

門
里
親

③
養
子
縁

組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
里
親

」
を
「養

育
里
親

（短
期

）

③
専
門
里
親

④

養
子
縁
組
里
親

⑤
親
族
里
親

」
に
、
「養

育
里
親
研
修

」
を
「養

育
・
養
子
縁
組
里
親
研
修

」
に
、

「

（受
託
の
条
件

）

を

（１
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
そ
の
旨

）

」

「

（受
託
の
条
件

）

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
六
号
中
「養

育
里
親
名
簿
登
録
削
除
申
請
書

」
を
「里

親
名
簿
登
録
削
除
申
請

書

」
に
、
「養

育
里
親
名
簿
の

」
を
「里

親
名
簿
の

」
に
、
「養

子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ

と
を
希
望
す
る
里
親

」
を
「養

子
縁
組
里
親

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
三
号
中
「開

始
の
理
由

」
を
「一

時
保
護
を
開
始
す
る
理
由
と
な
っ
た
具
体
的

事
実
の
内
容

」
に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

、

起
算
し
て
３
月
以
内
に

群
馬
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（処
、

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ
て
も

処
分
の
日

、

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す

）

。
。

ま
た

こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に

群
、

、

馬
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知
事
と
な
り
ま

、

す

）

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を

。
、

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

、

て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す

）

た
だ
し

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ

。
。

、
、

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

、

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
一
時
保
護
を
開
始
し
た
日
か
ら
２
月
を
超
え
て
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
が

親
、

権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人

（以
下

「親
権
者
等

」と
い
い
ま
す

）の
意
に
反
す
る

。

場
合
に
お
い
て
は

引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
お
う
と
す
る
と
き

及
び
引
き
続
き
一
時
保

、
、

護
を
行
っ
た
後
２
月
を
超
え
て
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
お
う
と
す
る
と
き
ご
と
に

児
童

、

相
談
所
長
は

家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

た
だ

、
。

し
児
童
福
祉
法
第
２
８
条
第
１
項
の
承
認
の
申
立
て
又
は
同
法
第
３
３
条
の
７
の
規
定
に

、

基
づ
く
親
権
喪
失
若
し
く
は
親
権
停
止
の
審
判
請
求
若
し
く
は
同
法
第
３
３
条
の
９
の
規
定

に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
解
任
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

、

せ
ん

（児
童
福
祉
法
第
３
３
条

）

。

３
児
童
相
談
所
長
は

一
時
保
護
を
加
え
た
児
童
で
親
権
者
等
の
な
い
も
の
に
対
し

親
権

、
、

者
等
が
あ
る
に
至
る
ま
で
の
間

親
権
を
行
い
ま
す

ま
た

児
童
相
談
所
長
は

一
時
保

、
。

、
、

護
を
加
え
た
児
童
で
親
権
者
等
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も

監
護

教
育
及
び
懲
戒
に
関

、
、

し
そ
の
児
童
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す

親
権
者
等
は
こ
の

、
。
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措
置
を
不
当
に
妨
げ
て
は
な
り
ま
せ
ん

ま
た

こ
の
措
置
は

児
童
の
生
命
又
は
身
体
の

。
、

、

安
全
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

そ
の
親
権
者
等
の
意
に
反

、

し
て
も

こ
れ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

（児
童
福
祉
法
第
３
３
条
の

、
。

２

）
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「群
馬
県
知
事

印

別
記
様
式
第
十
号
中
「群

馬
県
知
事

印
」
を

に
改

児
童
相
談
所
長

印

」

め
る
。

「群
馬
県
知
事

印

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「群

馬
県
知
事

印

」
を

に

児
童
相
談
所
長

印

」

改
め
、
「

群
馬
県
知
事
が

」
を
削
る
。

、附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
三

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
十
八
条
第
十
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
五
年
群
馬
県
規
則
第

六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
中
「
（
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
及
び
耐
震
改
修
の
計
画
に
関
す
る
判
定
及
び
評
価
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
機
関
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条

を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条

省
令
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知
事
が
規
則
で
定
め
る
書
類
（
法
第
七
条
第
一
号
に
規

定
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
を
第
三
者
判
定

機
関
（
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
及
び
耐
震
改
修
の
計
画
に
関
す
る
判
定
及
び
評
価
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
機
関
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第９６号

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の６の規定により、群馬県保健医療計画（平成２８年群馬県告示

第２８８号）を次のとおり変更し、平成３０年４月１日から施行する。

なお、変更後の群馬県保健医療計画は、群馬県健康福祉部医務課及び各保健福祉事務所に備え置いて縦覧に供す

る。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

群馬県保健医療計画について（概要）

１ 計画策定の趣旨 現行の第７次群馬県保健医療計画は計画期間が平成２９年度末までであることから、引き続

き県民が良質かつ適切な医療を安心して受けられる体制を構築するため、第８次群馬県保健医療計画を策定する

もの。

２ 計画の期間 平成３０年度から平成３５年度までの６年間とする。

３ 計画の内容

第１章 計画に関する基本的な考え方

第２章 群馬県の現状

第３章 保健医療圏と基準病床数

第４章 疾病・事業ごとの医療連携体制の構築

第５章 地域医療構想

第６章 保健・医療・福祉の提供体制の充実

第７章 保健医療従事者等の確保

第８章 計画の推進・評価

◎群馬県告示第９７号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４１号）第９条から第１１条までの規定に

より、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる係数等を同表の右欄のとおり定め、平成３０年４月

１日から施行する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

第９条第３項 医療費指数反映係数 １

第９条第５項 一般納付金所得係数 ０．９７３７５８４００００２８

第９条第８項 一般納付金基礎額調整係数 １．０６８８１５５３７０５６４

第９条第９項 一般納付金被保険者均等割指数 ０．７

第１０条第３項 後期高齢者支援金等納付金所得係数 ０．９６６９３７６２５３５６６
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第１０条第６項 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数 ０．９９９９９９９９８７１１８

第１０条第７項 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 ０．７

第１１条第３項 介護納付金納付金所得係数 １．０１４８８８１４１０１５３

第１１条第６項 介護納付金納付金基礎額調整係数 ０．９９９９９９９９６８８６６

第１１条第７項 介護納付金納付金被保険者均等割指数 ０．７

◎群馬県告示第９８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４６２号 多野郡神流町大字神ヶ原字古鉄橋５４ 前 ６．５～１３．０ ８８２．６

９番の１地先から同郡同町大字魚尾字

川中１６６番の３地先まで 後 ８．８～３６．４ ８７０．０

◎群馬県告示第９９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

一般国道 ４６２号 多野郡神流町大字神ヶ原字古鉄橋５４９番の１地先から 平成３０年３月２７日

同郡同町大字魚尾字川中１６６番の３地先まで
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◎群馬県告示第１００号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 南新井前橋線 北群馬郡吉岡町大字陣場字南御所１９４番の１地先から 平成３０年３月２７日
同郡同町大字同１０８番地先まで

◎群馬県告示第１０１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 渋川大胡線 渋川市北橘町真壁字味噌野５４４番の６地先から同市同 平成３０年３月２７日
字岡ノ堂１３７３番の４地先まで

◎群馬県告示第１０２号

建築士法第１５条第１号及び第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者の告示（平成２１

年群馬県告示第４８号）の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日から施行する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

第１項中「卒業した後」の次に「（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による専門職大学の前期課程にあっ

ては、修了した後）」を加え、同項の表学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学又は高等専門学校の項

中「（昭和２２年法律第２６号）」を削り、同表注中「昭和３１年文部省令第２８号）」の次に「又は専門職大学

設置基準（平成２９年文部科学省令第３３号）」を、「昭和５０年文部省令第２１号）」の次に「又は専門職短期

大学設置基準（平成２９年文部科学省令第３４号）」を加える。
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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年３月１４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人シエル

３ 代表者の氏名 田純一

４ 主たる事務所の所在地 太田市新道町１３８３番地８

５ 定款に記載された目的 この法人は、在宅で支援が必要な障害者その他支援を必要とする人々に対して、その

地域に根ざした障害福祉サービス・地域生活支援に関する事業を行い、すべての人々が健やかに暮らせる地域社

会づくりと障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

植栗 理 事 再 任 茂木稔大 吾妻郡東吾妻町大字植栗９３５番地１

同 同 茂木二二夫 同 同 同 １１６１番地

同 同 茂木伊八 同 同 同 １２２５番地２

同 同 樹下啓示 同 同 同 １２４９番地３

同 同 茂木芳之 同 同 同 １３６３番地

同 同 茂木国彦 同 同 同 １９３０番地

同 同 荒木順一 同 同 同 １９４２番地

監 事 同 田村孝之 同 同 同 １２８２番地

同 同 千葉茂夫 同 同 同 １８９１番地
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により県営松義中部土地改良事業の換地処

分を平成３０年３月１４日に行ったので、同条第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定により公告す

る。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用する同法第５４条第３項の規定により次のとお

り換地処分を行った旨の届出があったので、同法第９６条において準用する同法第５４条第４項の規定により公告

する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 処分者の名称 海老瀬土地改良事業坂田輝雄施行者

２ 土地改良事業の名称 一人施行海老瀬土地改良事業 海老瀬地区

３ 処分年月日 平成３０年３月５日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

草津都市計画下水道（草津公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準

用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 草津都市計画下水道 草津公共下水道

２ 都市計画の変更年月日 平成３０年３月１２日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び草津町愛町部上下水道課

群馬県住宅供給公社が高崎市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

平成３０年３月２７日

群馬県住宅供給公社 理事長 石 井 久 雄

１ 高崎市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年高崎市条例第
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６２号）別表第１に掲げる市営住宅

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

群馬県住宅供給公社が館林市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

平成３０年３月２７日

群馬県住宅供給公社 理事長 石 井 久 雄

１ 館林市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例（昭和３９年館林市条例第４５号）別表に掲

げる市営住宅

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

群馬県住宅供給公社が富岡市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

平成３０年３月２７日

群馬県住宅供給公社 理事長 石 井 久 雄

１ 富岡市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 富岡市市営住宅設置条例（平成１８年富岡市条例第１６４号）別表に

掲げる市営住宅

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
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群馬県住宅供給公社がみなかみ町営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

平成３０年３月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

平成３０年３月２７日

群馬県住宅供給公社 理事長 石 井 久 雄

１ みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設（以下「町営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅

供給公社

２ １で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例（平成１７年みなかみ町条例第１９２号）

別表に掲げる町営住宅

３ １で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて町営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が町営住宅等の管理を行う期間 平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで

教育委員会告示■

◎群馬県教育委員会告示第２号

学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第３４条第１項の規定により、次のとおり指定技能教育施設の

名称変更の届出があった。

平成３０年３月２７日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

技能教育のための施設の名称
所在地 変更年月日

変更前 変更後

ＫＴＣ中央高等学院高 ＫＴＣおおぞら高等学 高崎市あら町３番地６ラポール高崎
平成３０年４月１日

崎キャンパス 院高崎キャンパス ５Ｆ・６Ｆ
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平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 第９５８６号

議
会
訓
令

■
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
議
会
議
長

織
田
沢

俊

幸

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
領
収
書
等
貼
付
用
紙
」
を
「
実
績
報
告
」
に
、
「
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
の
三
ま

で
」
を
「
及
び
別
記
様
式
第
六
号
の
二
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第６号（第５条関係）

整理番号

政務活動費 実績報告

活動内容
（支出内容）

政策調査研究・政策立案活動費 広聴・広報活動費 活動補助費

使途項目 １ 調査研究費 ３ 広聴費 ６ 人件費
（○で囲む。） ２ 会議費 ４ 広報費 ７ 事務費・事務所費

５ 県政報告等活動費 ８ 資料購入・作成費
９ 交通費

支出年月日 支 出 額

備 考
（案分等）

領収書等貼付欄

（注）条例別表の項目の欄に掲げる区分ごとに作成すること。



13

別
記
様
式
第
六
号
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
六
号
の
三
中
「政

務
活
動
費

領
収
書
等
貼
付
用
紙

（宿
泊
調
査

）
」
を
「政

務
活

動
費

実
績
報
告

（宿
泊
調
査

）
」
に
、

「

宿
泊
を
伴
う
調
査
等
に
係
る
支
出

を

調
査
年
月
日

」

「

調
査
年
月
日

に
」

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六
号
の
二
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
記
様
式
第
六
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日

以
後
に
交
付
さ
れ
る
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 第９５８６号
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